
 

 

 

 

 

 

 

                学校生活について  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

東 鷹 高 等 学 校 校 訓                       

 

 

      １．品位を高める  

 

 

 

２．責任を重んずる  
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授業に関係ないことはしない！ 

タブレット使用時も含む 

◎特別指導の対象となること 

 音楽、ゲーム、大声等の音を出す。 

 授業の中抜けをする。 



１．学校生活について  

 （１）定時制は、働きながら学ぶ場です。  

 （２）卒業をめざして、目的を持って生活しましょう。  

 （３）他人を傷つけるような言動や人を差別するような発言はやめましょう。  

   ＊自分が言われたり、されたりしたくないことは、他人にも言わない、しない。  

 

２．一日の流れ  

 （１）登校（午後５：１０より給食開始）  

   ①全日制事務室前の玄関は生徒通行禁止です。  

②自動車・バイク・自転車で来た生徒は、校門付近および校内では徐行し（時速  

 １０㎞以下）、指定された駐車場・駐輪場に停めてください。  

 （２）時間割変更・連絡事項の確認  

①定時棟１階のトイレ横の連絡白板で時間割変更や連絡事項を確認しましょう。

（次の日の変更等にも気をつけておくこと。）  

②他人のロッカーは、無断で開けないでください。  

 （３）授業について  

①学校の基本は授業なのでしっかり授業を受けましょう。  

私語、居眠り、ゲームをしたり、音楽をかけたり、歌を歌ったり、  

携帯電話を操作したり、マンガを読んだりしないで下さい。  

タブレット使用時も同様に授業に関係ないこと、指示されていないことをしな

いで下さい。  

②授業の欠課や遅刻をしないようにしましょう。  

③教科書・ノート・筆記用具等を準備して授業にのぞんでください。  

④座席は決められたところに座り、勝手に替らないでください。  

⑤授業中の飲食物は、禁止です。  

   ⑥授業時間中に教室以外の場所にいると怠学とみなし、指導の対象になる場合があ  

    ります。  

⑦教科担当の先生の注意・指導に従わない場合は授業点が大幅に低くなり、ひどい

場合には指導の対象になる場合があります。  

⑧授業のチャイムが鳴って出席をとり終わるまでは出席扱い、１５分以内の不在

（トイレや電話、保健室に行く等）は遅刻扱い、１５分以上は欠課になります。  

⑨遅刻３回で欠課１回となります。  

   ⑩各教科の欠課時数が、１単位につき５時間になったときには保護者同伴で教務指

導を行います。また７時間になったときには保護者同伴で校長指導を行います。  

⑪学業成績について、実技教科以外は定期考査（素点×０ .５＝５０点）と授業点（５

０点）を考慮して定めます。  

⑫次の項目に該当する場合は、卒業ができません。  

 ア  欠点（３９点以下）科目が、学年末に１科目でも残る場合。  

 イ  学年成績４０点未満の科目が４教科以上ある場合。  

                          （３科目以内ならば追考査が受けられます。）  

 ウ  欠課時数が、１単位の８倍を越えた科目が１科目でもある場合。  

 エ  原則として、２月末までに校納金等が納められていない場合。  

   ⑬携帯電話につきましては、定期考査や儀式的行事や講演会等の際には担任にて  

 預かります。  

 

 

 

 



 （４）給食について  

①給食時間は、午後５：００～５：３５までです。この時間以外の食事はできませ

ん。また、午後５：３０以降は給食は受け取れません。  

②食事は、自分に合った量のものを受け取ってください。  

        ＊自分の給食は、自分で運ぶこと。他人に運んでもらわない。  

③食事は残さないように食べる。残飯は所定の残飯入れに入れる。  

④テーブルが汚れた場合は、ふきんを借りてきれいにする。  

⑤食器、牛乳パックなどは、自分でかたづける。  

        ＊食事が終わったら、必ず椅子をテーブルの中に入れる。  

        ＊牛乳パックはたたみ、ストロー等と一緒に所定のバケツに入れる。  

    ＊食事や牛乳は、食堂から持ち出せません。  

⑥食堂に備え付けの自動販売機は、授業が始まる前まで利用できます。  

 また、ゴミは分別して、所定のバケツやゴミ箱に捨てる。  

 

 （５）トイレの使用について  

①トイレは、定時棟１階（図書室の前）・教室棟２階（４年２組横）・教室棟１階

（調理実習室横）の３ヵ所を利用し、それ以外のトイレは使用禁止です。使用で

きないトイレにいた場合は、放課後指導の対象とする。  

②ホワイエのトイレは全学年で視聴覚教室を使用したときのみ使用可とする。  

③便器の中に、ゴミを絶対に捨てない。 

④トイレの使用状況が悪い場合には、トイレ閉鎖などの指導をします。  

         

 （６）喫煙について  

①学校内は禁煙です。  

②喫煙具を校舎内に持ち込まない。所持を見つけた場合は放課後まで預かります。  

③学校内で喫煙をした場合は、成人者でも指導の対象となります。  

 

 （７）部外者は学校敷地内立入禁止（校門から中には入られません）校門付近は、  

    駐・停車禁止（安全確保のため）  

①部外者を学校に呼んだり、校内で部外者と接触しない。  

②部外者が校内に入ったら警察に通報します。  

③保護者の送迎は、東鷹会館前の駐車場までとします。  

④保護者からの生徒への問い合わせ等は、職員室にしてもらうこと。  

⑤部外者からの、電話等による生徒への問い合わせには応じられません。  
 
 （８）放課後  

①用事のない生徒は早く帰る。  

②部落解放研究会の活動。  

   ③部活動は、バスケットボール部、バドミントン部、情報処理部があります。  

④ビジネス文書・簿記・情報処理などの資格等を取るため、自主的に放課後学習を

している人もいます。  
 
 （９）下校  

   ①ＨＲは、午後９：００に終わります。  

   ②駐車場や校門付近に、遅くまで残らないで、次の日に備えて、早く下校する。  

   ③単独での下校は危険です。一人では帰らない。 

      ④不審者を見かけたら、すぐに警察に連絡し、学校にも連絡する。  

 

 



３．自動車・バイク・自転車のマナーについて  

 （１）自動車は、指定の駐車場の白線にしたがって駐車する。  

（２）バイク・自転車は駐輪場へ駐車し、必ず鍵をかける。  

（３）指定場所以外に駐車した場合は、特別指導の対象となります。  

（４）駐車場・駐輪場を散らかさない。  

（５）自動車・バイクは車種・ナンバーなどの届けを毎年度提出する。  

（６）年度途中で免許を取得したり、車種等を変更した場合も届け出る。  

（７）校内での事故等の責任は負えないので、自分で気をつける。  

  （８）バイク・自動車等は、校内は徐行する（時速１０㎞以下）。  

 （９）校門から車道に出るときは、一旦停車して安全を確認する。  

      ＊ルールを守れない場合には自動車・バイク・自転車での登校を禁止する場合  

    があります。  

   ＊もしもの事故の場合に備えて任意保険の加入を推奨します。  
 

４．生徒指導について  

 （１）次の問題行動は、特別指導の対象となります。  

    ＊特別指導とは、退学、停学、訓告などです。  

   ①性行不良で改善の余地がない場合。  

   ②正当な理由がなく出席が常でない場合。  

   ③本校の秩序を乱し、生徒としての本分に反した場合。  

   ④教職員への暴言・暴力行為、教職員の指導に対しての無視。  

   ⑤暴力行為（器物損壊も含む）。  

   ⑥窃盗・万引き等。  

   ⑦金銭強要・脅迫・いじめ等。  

⑧授業妨害（ゲームをする、音楽をかける、歌う等教科担任の指導を無視した場合） 

   ⑨喫煙行為（喫煙具所持・喫煙同席も含む）  

    ＊タバコやライターを持っていると・・・喫煙具所持となる。  

        ＊喫煙者と同じ場所に居ると・・・・・・喫煙同席となる。  

   ⑩飲酒・酒気帯び（成人者も禁止）。  

   ⑪シンナー・覚醒剤・大麻などの薬物使用・所持・売買など。  

   ⑫交通違反（校内での無免許運転、原付バイクの二人乗りなど）。  

   ⑬定期考査の不正行為（カンニング、指導無視など）。  

   ⑭授業時の怠学、校内徘徊。  

   ⑮立入禁止場所への立入り（立入禁止場所は校舎の三階以上、同窓会館の裏側、  

    教職員用、教室棟２階体育館側のトイレ、正面玄関、プール及びプールサイド周  

    辺、汚水処理施設周辺）  

      ⑯その他  
 
５．進路について  

（１）アルバイトなど仕事を探している生徒は、進路指導部に相談してください。  

 （２）卒業生のおもな進路先  

（就職先）  

・西鉄エムテック  ・中島ターレット  ・ミトヨ  ・ハーティーマインドあまぎ  

・豊徳会  ・九州国際大学  ・福岡デザイン＆テクノロジー専門学校   

・福岡県立田川高等技術専門校  
 
６．その他  

 （１）相談箱の設置について  

生活の中で、いろんな悩みや不安があると思います。直接相談しにくいことは、

相談箱を職員室前に設置していますので、相談したいことを書いて入れてください。 

    


